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一
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
六
月
一
日
時
点
で
、
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三

号
）
第
四
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
を
い
う
。
）
に
掲
載
さ
れ
た
者
の
全
国
の
合
計
数
の

う
ち
、
災
害
の
発
生
に
備
え
、
そ
の
者
に
係
る
名
簿
情
報
（
同
法
第
四
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
名
簿
情
報
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
避
難
支
援
等
関
係
者
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
避
難
支
援
等
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

対
し
提
供
さ
れ
て
い
る
も
の
の
割
合
を
内
閣
府
に
お
い
て
計
算
す
る
と
、
約
四
十
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
特
性
や
実
情
に
よ
り
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
名
簿
情
報
は
、
避
難
行
動
要
支
援
者
（
災
害
対
策
基
本
法
第
四
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
避
難
行
動
要
支
援
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
心
身
の
機
能
の
障
害
等
に
関
す
る
情
報
を
含
み
得
る
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
避
難
支
援
等
関
係
者
に
対
す
る
名
簿
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
避
難
行
動
要
支
援
者
が
同
法
第
四
十
九
条

の
十
一
第
二
項
た
だ
し
書
の
同
意
を
す
る
こ
と
を
ち
ゅ
う
ち
ょ
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

一



三
及
び
四
に
つ
い
て

内
閣
府
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
小
田
原
市
の
事
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
事
前
の
名
簿

情
報
の
共
有
」
が
進
ん
で
い
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
取
組
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
、
好

事
例
と
し
て
収
集
し
、
様
々
な
機
会
を
捉
え
周
知
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
引
き
続
き
、
各
市
町
村
に
お
い
て
地
域
の
特
性

や
実
情
を
踏
ま
え
た
取
組
が
行
わ
れ
る
よ
う
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


